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第４節 フロン対策の推進

１ オゾン層の破壊

地上10～50㎞ぐらいのところにあるオゾン層は，太陽から降り注ぐ有害な紫外線を吸収し，

地上の生物を守る役割を果たしています。

電子部品の洗浄剤やエアコンの冷媒などに広く使用されているフロン等が機器の廃棄時等

に大気中へ放出されることにより，オゾン層が破壊され，有害な紫外線による生態系への影

響が懸念されています。

２ オゾン層の保護

市町村によるフロン回収が平成６年に始まり，平成７年に高圧ガスや冷凍・空調，家電，

自動車の関係団体，行政からなる「鹿児島県フロン対策推進協議会」が設置され，平成10年

度から，県内を巡回して回収を行うフロン巡回回収システム，平成12年９月からフロン回収

協力店制度などにより，自主的にフロンの回収・破壊が実施されてきましたが，平成13年６

月のフロン回収・破壊法の制定など，法制度が整備されたことから，フロン対策推進協議会

は平成15年３月をもって解散しました。

なお，家庭用冷蔵庫等のフロン回収については，平成13年４月から家電リサイクル法に基

づきメーカーによる処理がなされ，また，使用済み自動車のカーエアコンのフロンは，平成

14年10月からフロン回収・破壊法により，平成17年１月からは自動車リサイクル法に引き継

がれ回収・破壊されています。

一方，業務用冷凍空調機器のフロンについては，平成14年４月からフロン回収・破壊法に

より処理がなされ，その後，回収率が３割程度にとどまっている業務用冷凍空調機器からの

フロン回収率の向上を図るため，機器廃棄時の回収行程管理制度の導入や整備時の回収義務

を明確にした，改正フロン回収・破壊法が平成19年10月から施行されました。

さらに，平成25年６月には，これまで廃棄時におけるフロン類の回収・破壊の実施に加え，

フロン類及びフロン類使用製品の製造・使用段階でも対策を講じ，フロン類の製造から廃棄

までのライフサイクル全般にわたる抜本的対策を推進するため，「フロン類の使用の合理化

及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」が公布されました。（平成27年４月

施行）


